






　総合計画は、まちづくりを進める上で、長期的かつ基本的な指針となるものであり、目標とする将来の都市像を明らか
にし、これを実現していくための基本的方向を示したものです。
　隣接する４町との合併により、40万都市となった新しい「宮崎市」は、宮崎県の県都として、より一層、個性的で魅力あ
る都市へと発展させるため、第四次宮崎市総合計画（平成20年３月策定）に基づき、「活力と緑あふれる太陽都市…み
やざき…」の実現に向け、次世代につなぐまちづくりに積極的に取り組んでいます。

1 計画の体系
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　まちづくりの実現に向けては、「市民の力」、「地域の力」、「行政の力」という「活力」を引き出して、それぞれが「自助・互
助・公助」の役割を果たし、互いに力を合わせて推進することを目指していきます。
　より効果的に計画を推進していくため、前期基本計画の５年間に集中的に取り組む施策を、３つの「戦略プロジェク
ト」として、まちづくりの戦略的展開を図ります。
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総合計画戦略プロジェクト

地域の特色を活かした発展

　合併後の佐土原町域、田野町域、高岡町域及び清武町域においては、各町域の特色を活かしながら、一体的なまちづ
くりを進めます。
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　「活力と緑あふれる太陽都市…みやざき…」を市民が実感できるよう、真の市民社会の実現に向け、市民
が主体となったまちづくりの展開を目指します。
　また、財政基盤の強化に努め、市民が安心して地域コミュニティ活動が行える環境を整備します。

　平成18年、それまでの宮崎市域を15の区域に分けて、住民票の発行などの行政サービスを行う地域自治区事務所
と、地域の課題解決について協議を行う地域協議会からなる地域自治区を設置しました。その後、地域自治区の分割
や、佐土原、田野、高岡の３つの合併特例区の地域自治区への移行を経て、現在では20の地域自治区となっています。
　地域自治区では、地域の各種団体や一般公募により選出された協議会委員の皆さまとともに、住民主体のまちづく
りを展開しています。

1 地域自治区

地域自治の充実1

　清武町域に設置した合併特例区には、合併特例区協議会を設置し、市長から選任された地域住民が委員として参
画し、地域住民の意見を反映させながら、イベントや地域コミュニティ施策などをより効果的に行います。
　なお、合併特例区・合併特例区協議会については、設置から５年が経過した後に、地域自治区・地域自治区地域協議
会（上記参照）へ移行します。

2 合併特例区
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　地域の課題を住民が自ら発見し、自ら解決に向けて取り組む、住民主体のまちづくりを推進するために、平成21年度
から各地区に地域コミュニティ活動交付金を交付しています。
　地域コミュニティ活動交付金は、各地区の判断により、有効に使用することができるものです。各地区の住民で組織し
ています地域まちづくり推進委員会に対して交付し、地域の特性に応じた多種多様な活動が行われています。

3 地域コミュニティ活動交付金

地域コミュニティ活動交付金の流れ

地域コミュニティ活動交付金の活用事例

■ふれあいサロン開設事業（大塚地区）

■新別府川・江田川をきれいにする事業（檍地区）

■寺子屋事業（生目台地区）

■食育農業体験事業（小松台地区）

　子どもから高齢者まで、誰
もが立ち寄れる居場所づく
りとして、軽スポーツやゲー
ム、お手玉など昔の遊びを行
う「ふれあいサロン」を開設
し、住民がふれあいを大切に
し、笑顔いっぱいの元気なま
ちを目指している。

　地域の川である新別府川、
江田川について、特定外来生
物の生い茂った川面の清掃
や堤防の除草などの環境整
備、ホタル飼育の支援や花に
よる景観づくりを行い、地域
住民が誇れる川へと生まれ
変わらせる。

　地域の中学３年生を対象
に、大学生や地域の教職員経
験者などが勉強を教える。運
営にも多くの地域ボランティ
アが関わり、子どもたちの単
なる学習の場にとどまらず、
地域住民との交流の場とも
なっている。

　さつまいも・落花生を育
てることで、土に触れる機会
の少ない地域の子供たちに
農業を経験させる。収穫祭で
は、保護者も加わり「いも入
りカレー」を作ることで、子育
て世代同士の交流を図る。

地域づくりのイメージ図（市民が主役の市民のためのきずな社会づくり）
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　市民活動がまちづくりに果たす役割の重要性や枠組みを明らかにするため、市民活動の推進について基本理念を
定めるとともに、「宮崎市市民活動推進委員会」や「宮崎市市民活動支援基金」の設置などを定めています。

　●基本理念：市民、市民活動団体、事業者及び市は、すべての市民が相互に支え合う地域社会の実現のために市民
　　　　　　　活動の果たす役割の重要性を認識し、協働して市民活動の推進に努めなければならない。

　「宮崎市市民活動推進条例」に基づき策定した「宮崎市市民活動推進基本方針」に沿って、市民、市民活動団体、事業
者、市が協働してボランティア活動をはじめとする市民活動を推進することにより、「自助」「互助」「公助」が有機的に連
携した「心やさしい市民と行政との協働によるまちづくり」の実現を目指します。

市民との協働体制の充実
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宮崎市市民活動推進条例（平成13年４月施行）

宮崎市市民活動推進基本方針の施策体系と主な取り組み
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　　宮崎市市民活動支援基金の設置
　市民活動を財政的に支援するため、市民から寄せられた寄付金と同額を市が上乗せして積む“マッチングギフト方
式”を取り入れた「市民参画型基金」を設置しています。

　　宮崎市災害復旧活動支援基金
　災害ボランティア活動や被災地で活動する地縁団体などを
支援する総合的な基金を設置しています。

　　市民活動支援補助金制度
　市民活動支援基金を活用し、市民活動団体の様々な事業を
財政面から支援するため、「補助金制度」を実施しています。

　　宮崎市民活動センターの設置
　ボランティア活動をはじめとする市民活動が行われやすい環
境づくりを進めるため、情報提供や会議室・資機材の貸し出しなど
総合的な支援を行う「宮崎市民活動センター」を設置しています。

　　市民活動保険制度
　ボランティア活動などの市民活動をしている時の不慮の事
故に備えて、保険料を全額市が負担して、補償金が給付される
制度です。

　　みやざきコミュニティ支援サイトの運用
　インターネットを活用し、市民活動団体をはじめ、行政や市
民も参加できるコミュニティ支援サイトを運用し、市民活動に
関する情報を発信します。
http://www.miyazaki-npocenter.jp
　●イベント・サービス情報の提供
　●イベント・サービスへの参加申し込み
　●所属団体内での連絡
　●活動団体検索機能

　　市民と行政との協働の推進
　協働とは「主体同士が相互の信頼と理解にたって、共通する
一つの目的に向かって協力して働くこと」と定義されます。市で
はこれまで、市民の多様な価値観を大切にしながら、支えあう
地域社会作りに向けて、様々な形で市民と行政との協働を行っ
ています。
　また、市民と行政との協働をさらに推進するために、「市民と
行政との協働のルールブック」を作成するとともに、協働アセス
メント機関を設置し協働事業の評価や研究を行っています。

　　災害ボランティアコーディネート事業
　平成14年度に作成した「災害ボランティアコーディネー
ターマニュアル」を活用し、災害ボランティアコーディネーター
の養成や「災害ボランティア本部」の機能確立、県内防災ボラ
ンティア組織との連携体制確立を図ります。

宮崎市民活動センター

みやざきコミュニティ支援サイト

市立図書館ボランティア

災害ボランティアコーディネーター養成講座
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　市が管理している行政情報を広く市民に公開するもので、市民の市政参加を促進し、市政に関する理解と信頼をさ
らに深め、公正で開かれた市政の実現を図ります。
　●相談・案内窓口　：　本庁舎３階　市民情報センター
　●公開請求（申出）件数　：　404件（平成22年度実績）

　市民ニーズを活用した施策づくりを推進するために、各種アンケートを通して、市民の皆さんから市政に関する意見
や提言などをしていただく「宮崎市政モニター」制度を実施しています。

　市政への市民参画の機会を拡充するとともに、市民に対する説明責任を果たし、もって、公正で開かれた市政の推
進に寄与することを目的に、平成16年度からパブリックコメント制度（市の基本的な政策等の策定の過程において、
その趣旨、内容等を公表し、これに対する市民からの意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市
の考え方を公表する一連の手続き）を導入しています。
　●実施件数：７件（平成22年度実績）

　市民の声に耳を傾け、その声を市政に反映し、より良いサービスにつなげるため、市民が市政に参加する仕組みで
ある広聴制度を設けています。

　市民主体のまちづくりを推進するため、市民の皆さんの声を
市政に反映させる仕組みとして市ホームページなどで「市政へ
の提言」を募集しています。

　地域におけるまちづくりの課題について、市内全地域におい
て地域の代表者の皆さんと市長が直接、対話して意見交換を行
います。

ふれあいトーク

市民参加の推進
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情報公開制度

広聴制度
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ふれあいトーク

市政への提言

宮崎市政モニター制度

パブリックコメント制度
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　本市では、行財政改革を市政の最重要課題の一つと位置付け、第６次の大綱となる「新宮崎市行財政改革大綱」を昨
年４月に策定し、事務事業の見直し、経費の節減・合理化、組織・機構の見直し、定員の適正化などの改革・改善に積極
的に取り組みながら、簡素で効率的な行財政運営を行っています。

　●計画期間：平成22年度～平成24年度（３年間）
　●基本的な視点
　　① 効率的で信頼される行政運営の確立
　　② 健全財政の確立
　　③ 市民の視点に立った行政サービスの確立
　●実施計画（具体的な取組項目）：93項目

　市の様々な制度、手続きに関することや施設
の利用方法について、市民の皆さんからの問い
合わせなどを一元的に受け付けるコールセン
ターを、平成20年に設置しました。
　一般的な問い合わせのほか、代表電話の交換
業務、各種申し込みや通報の受け付けについて
も、丁寧に応対しており、市民サービスの向上と
事務の効率化につなげています。

◆宮崎市コールセンター（大代表）
　（0985）25-2111
　午前8時～午後6時
　※月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

宮崎市コールセンター

効率的で信頼される行財政運営

1

2

新宮崎市行財政改革大綱　

宮崎市コールセンター

4

推進体制

9



　宮崎市は、これまで生活圏や経済圏が一体化している近隣町との合併を推進してきました。
　平成15年から近隣町との間に法定合併協議会を設置して合併協議を行い、平成18年１月に佐土原町、田野町及び
高岡町の３町と合併しています。
　また、平成19年12月には清武町との間に宮崎・清武合併協議会を設置して合併協議を行い、平成22年３月23日に
合併し、人口約40万人の新市としてスタートしました。

　　佐土原町、田野町、高岡町との合併（旧合併特例法に基づく合併）

平成15年11月　　「宮崎市・高岡町合併協議会」を設置
平成16年　1月　　「宮崎・佐土原合併協議会」を設置
　　　　　 1月　　「宮崎・清武合併協議会」を設置（旧合併特例法に基づく）
　　　　　 3月　　「宮崎・清武合併協議会」に田野町が加入し「宮崎・清武・田野合併協議会」に変更
　　　　　 9月　　３つの合併協議会において、全ての協議を終了（各市町において、住民説明会を開催）
　　　　　12月　　佐土原町との廃置分合議案など合併関連議案を市議会で可決
　　　　　　　　　「宮崎・田野合併協議会」を設置
平成17年　2月　　田野町との廃置分合議案など合併関連議案を市議会で可決
　　　　　 3月　　高岡町との廃置分合議案など合併関連議案を市議会で可決
　　　　　　　　　「宮崎・清武・田野合併協議会」を廃止
　　　　　 5月　　佐土原町との廃置分合について総務大臣告示
　　　　　 9月　　田野町及び高岡町との廃置分合について総務大臣告示
　　　　　12月　　３つの合併協議会を廃止
平成18年　1月　　合併

全国及び宮崎県の市町村数の推移

経緯

佐土原町、田野町、高岡町との合併協議で確認された主な内容

広域行政の推進

1 市町村合併
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　　清武町との合併（合併新法に基づく合併）

　平成19年  4月　清武町長選挙において、宮崎市との合併推進を公約に掲げた候補が当選
　　　　　　12月　「宮崎・清武合併協議会」を設置
　平成20年  1月　第１回宮崎・清武合併協議会を開催
　　　　　　  7月　第７回宮崎・清武合併協議会を開催（全ての合併協定項目に関する協議を終了）
　　10月～12月　合併に関する住民説明会を両市町で実施
　平成21年  2月　清武町において、合併に関する住民投票を実施
　　　　　　　　  〔投票率 59.50％（合併賛成6,610票、合併反対6,217票）〕
　　　　　　  3月　宮崎市・清武町合併協定調印式を開催
　　　　　　　　  清武町議会で合併関連議案を賛成多数で可決
　　　　　　　　  宮崎市議会で合併関連議案を全会一致で可決
　　　　　　　　  宮崎県知事へ廃置分合申請
　　　　　　  6月　宮崎県議会で廃置分合議案を全会一致で可決
　　　　　　  7月　宮崎市と清武町の廃置分合について総務大臣が告示
　平成22年  3月　合併　　　

経緯

清武町との合併協議で確認された主な内容
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　○消防に関する事務
　昭和48年４月から広域消防体制を発足
させ、円滑に広域消防業務を推進していま
す。

　○宮崎市夜間急病センター・
　　在宅当番医制事業

　第一次救急医療として、宮崎市夜間急病
センターにおいて夜間の外来患者の診療
を行っています。また、宮崎市郡医師会に
委託し、日曜・祝祭日・年始年末における
在宅当番医による診療を行っています。

　○共同利用型病院（宮崎市郡医師会病院）
　第二次救急医療として、休日または夜間
に発生した救急の重症患者の医療を確保
するための共同利用型病院である宮崎市
郡医師会病院があります。

　○宮崎市総合発達支援センター・
　　宮崎市小児診療所の運営

　障害児（者）のための診療部門や通所
部門等を備えた宮崎市総合発達支援セン
ターと、入院治療を必要とする小児の医
療を24時間・365日体制で行う宮崎市小
児診療所を、共同で運営しています。

　○介護認定審査会・障害認定審査会の共同設置
　宮崎東諸県地域介護認定審査会を設置し、審査基準の統一化、運営の効率化などを図っています。
　また、平成18年４月の障害者自立支援法の施行により、市町村が障害程度区分を認定することになったため、
障害程度区分認定審査会を設置し、公正かつ効率的な運営を行っています。

　○一般廃棄物の処理
　宮崎市と国富町の１市１町により宮崎県中部地区衛生組合を設置し、し尿処理施設である内之八重処理場の
運営を行っています。

2 主な共同処理業務

　交通網の発達やライフスタイルの多様化に伴い、住民の行動範囲も行政区域を越えるようになり、日常生活圏を一体
化とした広域的な行政施策の展開が必要となったことから、宮崎市では、東諸県郡国富町、綾町の１市２町で共同処理
業務を実施しています。
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　本市の豊かな自然環境が保全され、自然に親しみ、良好な環境や景観の中で、自然と共生するとともに、
市民の誰もが住みやすく、日常生活が便利で快適な生活基盤の整備されたまちを目指します。

　　宮崎市環境基本条例（平成９年４月施行）
　環境の保全について、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策を総合的か
つ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、基本理念や基本的施策な
どを定めています。

　　宮崎市環境基本計画（第２次計画）
　本市が目標とする望ましい環境像「太陽と水と緑に育まれた豊かな自然の恵みを未来につなぐ快適環境都市…
みやざき…」を実現するため、市、市民、事業者のそれぞれの役割や行動の方向性を明確にし、ともに取り組むこと
により、よりよい環境づくりを推進します。
　●策 定 日：平成20年３月
　●計画期間：平成20年度～平成29年度

　　宮崎市地球温暖化防止実行計画
　地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を削減するため、本市においても環境保全に向けた行動を率先し
て実行するなど、地球温暖化防止に向けた取組を推進していきます。
　●策 定 日：平成18年３月（平成22年９月一部改訂）
　●計画期間：平成18年度～平成24年度

　　宮崎市地球温暖化対策地域協議会
　市民・事業者・行政機関等で組織される「宮崎市地球温暖化対策地域協議会」の活動を通じて、それぞれの立場か
ら温室効果ガス排出の抑制・削減に向けた取り組みを推進します。

　　宮崎市版EMS＜みやざきエコアクション＞認証制度
　本市独自の規格に基づいてマネジメントシステムを構
築し、環境にやさしい活動に取り組む事業所を認証・登録
します。

　　家庭での省エネ推進
　環境家計簿に取り組んでもらうことで、日常生活でで
きる省エネ・省資源活動の普及促進を図り、環境にやさし
いライフスタイルの定着化を目指します。

　　太陽光発電システム設置費の補助
　太陽の光エネルギーを利用するための自然的条件に
恵まれた気候特性を活かし、太陽光発電システムを設置
し使用する方及び事業者に対して、設置費用の一部を補
助します。
 

1

2

環境保全の基本指針

地球温暖化防止対策

豊かな自然環境の保全

1

1

2

2

3

4

5

1

（太陽光発電協会ホームページ「太陽光発電のしくみ」より）
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　　みやざき環境パートナーシップ推進事業
　環境保全活動に取り組む市民団体が実施する、自然環
境保全事業や環境美化事業などの事業費の一部を補助
することにより、市と市民団体が共に協力しながら、環境
問題の解決を目指すとともに、市民団体のさらなる活性
化を図ります。

　　宮崎市河川をきれいにする条例（平成６年７月施行）
　昭和59年４月に施行された「大淀川をきれいにする条例」の全部を改正したもので、市・市民及び事業者が河川
浄化及び河川愛護の推進に努め、美しく豊かな河川環境の形成を図ることを目標とし、河川の汚濁防止などについ
て定めています。

　　河川浄化活動団体等の育成・支援
　地域における河川浄化活動の中核となる河川浄化推
進協議会及びホタルの里づくりモデル地区等の育成・支
援を行います。

　　合同河川パトロール・水質検査
　住民自らが地域の河川の状況を把握するために、河川
浄化推進協議会が中心となって合同河川パトロール・水
質検査を実施します。

　　河川浄化のための啓発活動
　宮崎市河川をきれいにする運動の一環として河川浄化
街頭キャンペーンなどを行い、河川浄化に対する市民・事
業者意識の啓発を進めます。また、小中学校等が実施する
河川の水辺調査に職員を派遣し、河川を大切にする心の
育成に取り組みます。

　　農地・水保全管理支払交付金事業の実施
　農業者団体や自治会、子供会等の地域ぐるみの活動によ
り、農業用用排水路や農道、ため池等の維持管理や草花植栽
などによる農村景観づくりに取り組みます。

　●宮崎市で活動する予定組織数・・・77地区（平成23年度）

合同河川パトロール ･ 水質検査

ため池の保全管理・鰻のつかみ取り（新名爪）

4

5

良好な河川環境づくり

良好な農村環境づくり

2

1

1

2

3

4

　　環境学習の推進
　市に登録されている環境分野の専門家を環境学習
パートナーとして各種団体等が主催する環境学習会な
どへ派遣するほか、こどもエコクラブが行っているこど
もたちの主体的な環境学習の支援、こども自然体験教室
の開催などを通して、様々な環境学習の推進を図ります。

こども自然体験教室（宮大教育文化学部でのソーラークッカー作り）

3 環境意識の向上

1
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　　宮崎市緑の基本計画
　計画のテーマを『太陽と緑と大地のガーデンシティーみやざき』とし、３つの将来像を定め、この将来像を実現す
るために、６つの基本方針と施策の方向を定め、緑のまちづくりを進めていきます。
　●策 定 日：平成13年９月（平成20年３月一部改訂）
　●目標年度：平成29年度

　　宮崎市緑のまちづくり条例
　　（平成15年４月施行）

　緑の保全、緑化の推進等について、基本理念並
びに市、市民及び事業者の責務を明確にするとと
もに、緑のまちづくりに関する基本的な事項を定
めることにより、総合的かつ計画的に推進し、健康
で文化的な生活環境の確保に寄与することを目的
とします。

　　まちに緑と花をふやす運動
　●スローガン：ふやそう　まちに緑と花を

　　主要な施策
　●花と緑の景観拠点づくり事業
　　　公園、街路などへ四季折々の草花の植栽
　●ガーデンシティ市民活動支援事業
　　　花いっぱい推進事業
　●花のまちづくりコンクール
　●オープンガーデン市民見学会
　●オータム・フラワー・ウィーク事業
　●民間緑化支援事業
　●緑の保全地区の指定、郷土の名木の保存
　●はなしょうぶまつり（市民の森）
　●緑と花の月間（市民と協働の植栽活動）
　●公園愛護会の育成

　　農村活性化景観モデル地区育成事業の実施
　うるおいやゆとり、やすらぎをもたらす農村景観の保全活動、地域住民一体となったイベントの創設等により都
市住民との交流促進を図ります。

　○モデル的に農村景観の保全・創出に取り組む地区数

　　　中間目標　４地区　→　最終目標　８地区

のどかな田園風景（高岡 ･ 和石地区） 茶畑とシバザクラ（高岡 ･ 一里山地区）

緑と花の月間行事（佐土原地区の植栽活動）

はなしょうぶまつり

6 緑豊かなまちづくり

2

1

2

3

4
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　　家庭ごみの有料化
　ごみの減量、リサイクルの推進、費用負担の公平化を目的として、資源物を除く家庭ごみ（燃やせるごみ、燃やせな
いごみ）を旧宮崎市域においては平成14年６月から、旧３町域（佐土原、田野、高岡町域）においては平成23年１月
から有料化しています。なお、清武町域については、合併後５年経過を目処に有料化の導入を行います。

　　生ごみ処理器の支給
　家庭ごみの自家処理を推進するため、希望者に支給しています。

　　家庭用電動生ごみ処理機の購入費補助事業
　電動生ごみ処理機を購入した場合に、購入価格の２分の１を補助しています。
　但し、旧宮崎市区域は27,000円、旧清武町区域は30,000円が上限となります。

　　分別大使制度
　市民と市の協働による地域に根ざした地域環境美化活動の推進を目的に、旧宮崎市において平成15年度から、
分別大使制度を取り入れ、ごみの出し方の指導や集積所の清掃を行っていただいております。
　そこで、旧３町域（佐土原、田野、高岡町域）においては平成23年度から、本制度の導入に向けて各自治会に呼び
かけを行っており、清武町域においては、合併に伴い廃棄物減量等推進員制度から本制度への移行を行っています。

　　家庭用廃食用油リサイクル事業
　家庭から出される植物性食用油を回収して、バイオディーゼル燃料に精製後、ごみ収集車の燃料として、リサイクル
しています。

　　有価物回収推進事業
　有価物（リターナブルびん）回収を実施する登録団体
に対し、回収実績に応じて報償金を交付しています。

　　資源物の分別収集
　家庭ごみのうちリサイクルができるものについては、
資源物として以下のとおり分別収集しています。
　古紙、古布、空き缶・空きびん、ペットボトル、プラスチッ
ク容器包装類、蛍光管、水銀体温計、金属、乾電池、小型家
電、廃食用油

　　ごみ分別説明会
　自治会、婦人会及び老人クラブなどの各会合において説明会
を開催し、ごみに対する市民の意識の高揚を図っています。

　　こども５R学習事業
　授業形式で行う買い物ゲームを通じ、子どもたちの環境問題
に対する意識向上を図るとともに、家庭や地域で環境への取組
みを定着させることを目的としています。 

　　事業所ごみ減量研修会
　大規模な事業所を対象に、ごみの減量、リサイクルの必要性や
具体的な取組についての研修会を開催しています。

バイオディーゼル燃料の活用

こども５R 学習事業（買い物ゲーム）

循環型社会の形成

1

2

3

ごみ減量化対策

再資源化対策

啓発事業

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

2
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　　宮崎市景観計画
　社会情勢の変化、市域の拡大、景観法の制定などを踏まえ、従来の取り組みを充実・強化しながら、総合的な景観
形成を図ることを目的として策定するものであり、今後の景観施策を実現していくための基本的方向を示します。
　●策 定 日：平成19年10月（平成21年４月、平成23年４月一部変更）
　●基本理念：豊かなひろがりのある、花のにあうまち・みやざき

　　宮崎市景観条例（平成２年４月施行、平成20年１月改正条例施行）
　本市の景観の形成に関する基本的かつ必要な事項等を定め、美しく魅力ある景観づくりを市民、事業者及び行政
が協働して推進し、もって快適で心豊かに過ごすことができるまちづくりに資することを目的とします。

　　重点景観形成地区、景観形成推進地区の指定
○重点景観形成地区

　　●平成７年４月「高千穂通地区」指定
　　●平成８年４月「一ツ葉リゾート地区」、「日南海岸地区」指定
　　●平成21年４月「大淀川地区」指定

○景観形成推進地区

　　●平成23年４月「四季通り地区」指定

　　景観計画区域内行為届出（平成20年１月）
　　●景観法第16条第１項及び第２項に基づく届出

　　景観重要建造物等の指定
　景観形成に重要な役割を担う建築物や樹木を指定し、その維持、保全及び継承を図ります。

○景観重要建造物

　　●平成20年12月「宮崎県庁本館」、「県庁5号館」、「商家『旧阪本家』」指定
　　●平成21年10月「河上家武家門」、「安藤家武家門」指定

○景観重要樹木

　　●平成21年10月「宮崎県庁本館前フェニックス２本」指定

　　景観重要公共施設の指定
　河川や道路等の公共施設が良好な景観のモデルを示すため、先導的に景観形成を推進します。
　　●平成21年4月「1・2級河川」、「高速自動車国道」、「一般国道」、「県道」、「都市計画決定した市道」指定

　良好な景観形成・風致の維持と公衆に対する危害防止を目的として、広告物
の提出を原則として禁止する禁止物件や禁止区域などの屋外広告物に関する
規制を定めています。

　　広告物の種類ごと及び総量での規制
　　　●市内全域を禁止地域（３段階）、規制地域（３段階）に区分。
　　　　　禁止地域 ：原則として、自家用広告物と道標（店舗案内）のみ掲出可

　　　　規制地域 ：自家用外の第三者広告についても掲出可

　　簡易に撤去できる違反広告物についての対応
○市民ボランティアである路上違反広告物追放推進員「みちがえ隊」の委嘱

　　●22年度末現在：559名（15団体）

○関連団体、機関、みちがえ隊との協働による市内一斉除却の開催

　　●22年度実績：年２回（８、11月）
 

四季通り地区

違反広告物一斉除却

美しく魅力ある景観づくり

1

2

美しく魅力ある景観の形成

宮崎市屋外広告物条例（平成10年４月施行）

1

1

2

2

3

4

5

6

3
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　　基本方針
Ⅰ　豊かな自然をいかしたまちづくりを継承する花と緑につつまれた美しい都市空間の創出
Ⅱ　多様な主体の社会的、経済的、文化的活動の活発化による活力ある地域経済社会の確立
Ⅲ　多様な都市機能がコンパクトに集積した歩いて暮らせる生活空間の創出

　　中心市街地活性化のプロセス

　本市の恵まれた豊かな自然と、それに囲まれて暮らす人々が、都市機能が集約した快適な都市的環境と心癒される
自然的環境の調和の中で、いきいきと暮らし、また活発に活動できる都市づくりを目指します。
　　●策 定 日：平成10年８月（平成15年３月一部改訂、平成19年12月全面改訂）
　　●目標年度：平成29年度
　　●基本理念：人と自然が輝く都市づくり

　中心市街地が花や緑で縁取られ、その中に文化的施設や魅力ある商業施設が立ち並び、まちを散策することその
ものを楽しむことができるような市街地となることを目指します。
　　●策 定 日：平成19年５月（平成20年３月、平成22年３月、平成23年３月一部改訂）
　　●計画期間：平成19年度～平成23年度
　　●基本理念：『夢を育むみんなの街』 － 橘通りを中心とした公園化 －

都市機能の充実と良好な都市環境の形成

1

2

宮崎市都市計画マスタープラン　

宮崎市中心市街地活性化基本計画

1

2

4
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　　中心市街地活性化の主要プロジェクト3
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　　施行中の土地区画整理事業

　　土地区画整理助成事業（平成12年度から実施）
　各地区の特色あるまちづくりのため、地元発意の住民参加
による組合施行の土地区画整理事業への助成を行っていま
す。
　●対象地区：市街化区域・集落拠点・中心市街地

　　土地区画整理資金貸付事業（平成13年度から実施）
　組合施行の土地区画整理事業を促進するため、宮崎市ふる
さと基金を原資に事業資金の貸付を行っています。

　　市営住宅等

　○管理住宅（平成23年４月１日現在）

　　●公　営　住　宅：5,542戸
　　●市 単 独 住 宅：　 29戸
　　●特定公共賃貸住宅：　 14戸
　　●山 村 定 住 住 宅：　 ５戸

　○高齢者・障害者向公営住宅

　　（平成23年４月１日現在）
　段差の解消、手すりの設置、通報装置、スロー
プの設置、給湯設備などを備えた、高齢者や障害
者に住みよい仕様の住宅を整備しています。
　　●高齢者世帯向：517戸
　　●障害者世帯向：197戸

　　優良賃貸住宅供給促進事業（平成23年４月１日現在）
　高齢者や中堅所得のファミリー向けの優良な民間賃貸住宅等の供給に助成を行っています。
　　●特定優良賃貸住宅　　　　　：２団地45戸（県認定を含めると16団地296戸）
　　●高齢者向優良賃貸住宅　　　：２団地38戸
　　●地域優良賃貸住宅（高齢者型）：1団地47戸

東部第二土地区画整理事業

宮崎市営住宅権現団地建替事業

3

4

区画整理

公的賃貸住宅の適正な供給

1

1

2

2

3
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　清潔で美しいまちづくりを推進し、市民の安全で快適な生活環境を確保するため、市内全域でごみのぽい捨てを禁
止し、公共の場所において喫煙する際に努める事項を定めました。　
　また、特に規制が必要と認められる区域を「美化推進区域」「路上喫煙制限区域」として指定し、区域内で条例に違反
し、措置命令に従わなかった場合は、2,000円の過料を科すこととしています。

　　宮崎市自転車の放置防止に関する条例（平成３年４月施行）
　公共の場所における自転車の放置を防止し、市民の良好な生活環境の確保と都市美観の維持に努めます。また、
買い物客等の利便性を図るために、自転車放置禁止区域の一部に自転車駐輪スペースを９カ所設けています。

　　宮崎市自転車駐車場の附置に関する条例（平成５年７月施行）
　商業地域及び近隣商業地域内に建築される大規模施設等への自転車駐車場設置の義務化により、良好な都市環
境の維持と安全で快適な市民生活の実現を図ります。

　　宮崎市迷惑駐車の防止に関する条例（平成10年４月施行）
　迷惑駐車を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、市民の安
全で快適な生活環境を保持します。

5

6

ごみのぽい捨ての防止及び公共の場所における喫煙の制限に関する条例（平成19年４月施行）

放置自転車・迷惑駐車防止対策の推進

1

2

3

〔平成23年10月18日現在〕

21



　　東九州自動車道（約436km）

　○近年の主な動き

　　●H12.3　宮崎西～清武間(10.1km)供用開始
　　●H13.3　西都～宮崎西間(16.8km)供用開始
　　●H18.9　清武～北郷間　工事着工
　　●H19.3　北郷～日南間　工事着工
　　●H19.6　北川～大分県境　工事着工
　　●H21.6　「須美江IC（仮称）」「清武南IC（仮称）」の連結許可
　　●H22.7　西都～高鍋間（2.1ｋｍ）供用開始
　　●H22.12　門川～日向間（13.9ｋｍ）供用開始

　　九州縦貫自動車道（約 428ｋｍ）
　●H7.7.27　　人吉～えびの間(22.3km)開通
　●H11.5　　　人吉～えびの間４車線化工事着工
　　　　　　　　　（加久藤トンネル区間を含む）
　●H16.12.11　４車線化完成、開通

総合交通網の充実

1

2

高規格幹線道路

幹線道路

1 2

5
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　長さ約107kmと九州で４番目に長く、宮崎市
の中心を緩やかに流れる大淀川に架かる様々
な橋。平成20年度には、新しく「赤江大橋」が開
通しました。また、強風時の通行止め、10トン以
上の大型車の交通規制を行っている小戸之橋
については、架替えを行い、交通の円滑化を図る
こととしています。

　　路線バス

○地方バス路線存続の支援
　地域住民の生活上必要なバス路線の運行を維持するた
め、バス事業者に対し運行費の一部を補助します。

○コミュニティバス運行の支援
　住民自らが運営に参画する、住民参画型コミュニティバス
の運行補助を行い、生活交通手段の確保と地域の活性化を
図ります。

　　高速バス

赤江大橋（平成 20 年 11 月開通）

宮崎－福岡　高速バス「フェニックス号」

コミュニティバス

3

4

大淀川に架かる橋

バス

1

2

○宮崎市内に架かる橋
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　　日豊本線の高速化（宮崎～延岡間 83.7ｋｍ）
　●H6.3　宮崎～延岡間 最短60分実現
　　（最高速度110km／h化）
　●H7.4　宮崎～延岡間 最短59分に短縮
　●H23.3　宮崎～鹿児島中央間 最短1時間59分に短縮

　　宮崎空港連絡鉄道（平成８年７月開通）
　●JＲ日南線から空港ターミナルビル間１ｋｍに新線を建設
　●特急「にちりん」等の乗り入れのために南宮崎～空港間
　　（約3.5ｋｍ）を電化
　●分岐点付近に田吉駅、空港に宮崎空港駅を設置

　　主要駅までの経路

　　空港整備
　● H2.3.24
　● H11.6.22
　● H13.4
　● H14.8
　● H20.6
　● H22.1　　 

　　定期航路

管理面積拡大、滑走路を2,500mへ延長、誘導路延長、ターミナルビル新設
旅客ターミナルビル拡張工事完成（340万人→500万人／年対応）
韓国定期路線の開設
スカイネットアジア航空就航
台湾定期路線の開設（H21.10月～12月一時運休）
台湾定期路線の再開

　　港湾整備
　宮崎港港湾計画に基づき、南九州の物流拠点として、流通機能の充実を図るとともに、宮崎の海の玄関口にふさ
わしい、総合的な港湾整備を進めています。

　　定期航路

ＪＲ宮崎駅

5

6

7

鉄道

宮崎空港

宮崎港

1

1

1

2

2

2

3
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　医療・福祉や安心して出産・育児ができる子育て支援が充実しているとともに、防災体制が整い、市民が主
体的に防災活動に取り組み、安全に生活できるまちを目指します。

　　宮崎市福祉のまちづくり条例（平成13年４月施行）
　市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、基本事項を定めることにより、福祉のまちづくりを総合的か
つ計画的に推進し、もってすべての市民が幸せを実感できる福祉社会の実現に資することを目的とします。
　●基本理念：市民が自立し、及び相互に支え合うという精神のもとに、次に掲げる社会が実現されること
　　　　　　　①すべての市民が個人として尊重される社会
　　　　　　　②すべての市民が住み慣れた地域でともに支え合い、健やかで生きがいを持って生活を送ることが
　　　　　　　　できる社会
　　　　　　　③すべての市民が自らの意思で様々な社会活動に参加することができる社会
　　　　　　　④すべての市民が安全かつ快適な生活を送ることができる社会

　　宮崎市地域福祉計画
　宮崎市における「地域の支え合いによる福祉」を推進す
るために、人と人とのつながりを基本として「顔の見える関
係づくり」、「ともに生きる社会づくり」を目指します。
　●策 定 日：平成21年３月
　●計画期間：平成21年度～平成25年度
　●基本理念：ともに支え合い、安心して暮らせるまち
　●計画の構成：
　　　地域ごとに実情や困りごと、特徴が異なるため、宮崎

市全体の取りまとめを「基本計画」という形で行うとと
もに、地域自治区・合併特例区ごとに「地区計画」を策
定し、地域の課題やその解決方針をまとめています。市
社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」とは
相互に連携、補完し合う関係にあります。

健康福祉や医療の充実

1 地域福祉の充実

1

2

1

　　地域住民などの参加・協力によるまちづくりの推進
　住民ニーズが多様化する中、行政だけでは対応できない課題に対して、地域での支え合いによって解決を図るこ
とが求められています。
　市では、地域住民との協働により地域福祉の充実を図っています。

3
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○宮崎市障害者計画
　障害者基本法に基づき、国・県の計画を基本として策定し
ています。ノーマライゼーションを基本理念とし、障害のある
人が、障害のない人と同じように平等に地域社会で暮らして
いけるよう、各種障害者施策の推進に努めます。
●策 定 日：平成15年３月
●計画期間：平成15年度～平成24年度
●基本理念：ノーマライゼーション※

○宮崎市第2期障害福祉計画
　障害者自立支援法に基づき、障害者や障害児が自立した日
常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福
祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業の提供体
制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な
実施に努めます。
●策 定 日：平成20年12月
●計画期間：平成21年度～平成23年度

　　自立支援給付
　障害の種別（身体・知的・精神）にかかわらず、障害のある
人々が必要とするサービスを利用できるよう、障害程度など
をふまえ、個別に支給決定を行います。

　　地域生活支援事業
　障害のある人が、自立した日常生活または社会生活を営む
ことができるよう、市が中心となって、利用者の方々の状況に
応じて実施する事業です。

　　主な障害者就労支援策

　○障害者ワークサポーター派遣事業

　企業等に就労している障害のある人の安定的かつ継続
的な職場への定着を支援します。

　○障害者就労支援活動連携強化事業

　障害のある人の経済的自立・社会参加を促進し、事業所
内での生産活動を総合的に支援します。

就労のための訓練（リサイクル工房）

共同開発製品「青パパイヤ石けん」の袋詰め

※障害者が健常者と同じように平等に地域社会で暮らし、い
ろいろな社会活動に参加することを意味しており、障害や
障害者を特別視するのではなく、「共に生きる」ことが当然
であるという考え方です。

2 障害者福祉の充実

1

2

3
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○宮崎市民長寿支援プラン（第５次高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画）
　「ともに支え合い、高齢者が安心して自立した生活を送れるまち」の構築を基本理念として掲げ、高齢者が安心し
て自立した生活を送れる、ともに支え合って活き活きと健康に暮らせる「健康福祉都市」づくりを目指します。
◆高齢者福祉計画：全ての高齢者を視野に入れた福祉の総合的な指標となる計画
◆介護保険事業計画：介護保険事業に係る介護サービスの円滑な実施を計画的に進めるための計画
●策 定 日：平成21年３月
●計画期間：平成21年度～平成23年度
●基本理念：「ともに支え合い、高齢者が安心して自立した生活を送れるまち」の構築

　　主な高齢者の生きがいづくり支援事業

　○敬老バス事業

　70歳以上の高齢者を対象に敬老バスカを交付するとともに、65歳以
上69歳以下の高齢者を対象に宮崎交通が販売している悠々パスの購入
費の一部助成を行います。

　○生きがい支援施設管理運営事業

　老人福祉センター、老人いこいの家、老人福祉館、高齢者ふれあい室、
いっぷくコーナー　など

　○各種福祉施設の整備・補助事業

　●特別養護老人ホーム
　●養護老人ホームなど

　　介護保険事業

　○認定調査・審査事業

　○保険給付事業

　要支援、要介護と認定された被保険者に対

し、利用者の同意に基づくケアプランにより
提供される居宅および施設サービスに係る
保険給付を行います。

　　●居宅サービス
　　●地域密着型サービス
　　●施設サービス

　　地域支援事業

　○介護予防事業

　　●健康運動教室実施事業
　　●介護予防教室実施事業

　　●げんかつ高齢者把握事業　など

　○包括的支援事業・任意事業

　　●地域包括支援センター運営事業
　介護予防の中核を担う機関として、地
域ケア体制の構築や介護予防ケアマネジ
メント、地域の総合相談窓口等の事業を
行います。

　　　　◆設置数：18箇所
　　●認知症高齢者見守り事業　など

　　保健福祉事業
　　●介護用品支給事業
　　●生活支援配食サービス事業　

3 高齢者福祉の充実

1

2

3

4

デイケアでのリハビリ

健康運動教室の様子
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○みやざき子育てプラン（宮崎市次世代育成支援行動計画〔後期計画〕）
　次世代育成支援対策推進法第８条第１項に基づき、宮崎市における、子どもを取り巻く現状と課題を踏まえ、子ど
もが健やかに生まれ育つための総合的な子育て支援体制を示したものです。
●策 定 日：平成22年３月
●計画期間：平成22年度～平成26年度
●基本理念：子ども一人ひとりを尊重し、子ども自身がのびのび育つまちづくり

　　地域における児童健全育成の充実
　●児童クラブ（49カ所）の開設・運営

　放課後児童の健全育成のため、小学校余裕教室等を活用して開
設し、運営を行います。

　●児童館（９カ所）・児童センター（９カ所）・児童文化センター（１カ所）の運営
　●巡回児童館（くる・くる児童館）、ハロー・キッズルームの運営
　●児童遊園（18カ所）・児童広場（９カ所）の運営

　　多様な保育サービスの充実
　●公立保育所（９カ所）の整備・運営（うち1カ所は指定管理で運営）
　●私立保育所（109カ所）の運営支援
　●特別保育事業の実施

　様々な保育需要に対応し子育てを支援するため、延長保育、一
時保育、休日保育などの事業を実施します。

　　少子化社会に対応した子育ての充実
　●地域子育て支援センター事業（28カ所）

　地域における子育て支援を図るため、子育て親子の交流の場の
提供、育児に関する相談・援助、育児に関する情報の把握・提供、親
子講座などを行います。

　●子育て支援パスポート事業
　小学生以下の子どものいる世帯にパスポートを発行して、この事業
に協賛する事業所等においてパスポートを提示することにより、子育て
支援サービスや割引などの特典が受けられるものです。

　●病児・病後児保育事業
　●乳幼児医療費の助成
　　（入院・外来･･･就学前児対象）
　●多子世帯子育て支援医療費助成
　●小児慢性特定疾患治療研究事業　等

　　ひとり親世帯の支援体制の充実
　●母子寡婦福祉資金貸付事業

　母子家庭・寡婦の経済的自立と扶養している児童の福祉を図る
ため、12種類の資金の貸付を行います。

　●母子家庭自立支援給付金事業
　●ひとり親家庭・寡婦医療費の助成
　●遺児福祉手当の支給　等

　　ファミリー・サポート・センターみやざきの運営
　育児の手助けをしてほしい人と育児の協力をしたい人が互いに助
け合う組織「ファミリー・サポート・センターみやざき」を運営し、勤労
者が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境づくりを推
進します。

児童クラブ

巡回児童館

こいのぼり掲揚式

4 児童福祉・子育て支援の充実
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ファミリー・サポート・センター援助活動
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○健康みやざき市民プラン
　ヘルスプロモーションの理念に基づいて、すべての市民が、自らの力と社会の支援によって充実した人生を送れ
るまち（健康なまち）の実現を目指します。

　●策 定 日：平成15年３月（平成20年３月一部改訂）
　●目標年度：平成24年度
　●基本方針：ヘルスプロモーションによる「健康なまち」づくり

○宮崎市健やか親子21プラン
　「健康みやざき市民プラン」の母子保健部分を担うもので、母子保健施策の基本となるものであり、主要な取り組
みを提示するものです。また関係者や関係機関等が一体となって推進するための行動目標となるものです。

　●策 定 日：平成15年３月（平成19年４月、平成21年４月一部改訂）
　●計画期間：平成15年度～平成24年度
　●基本理念：みんなで、安心して育児（育自）のできるまちづくり

　　母子保健
　●親子健康手帳（母子健康手帳）・つぐみセットの交付
　●健康診査（妊婦・乳幼児・１歳６か月児・３歳6か月児）
　●出産準備・離乳食教室事業
　●母子訪問・相談事業、こんにちは赤ちゃん事業
　●乳幼児発達相談事業、未熟児・障害児等支援事業
　●特定不妊治療費助成事業
　●思春期保健事業　　等

　　成人保健
　●生活保護受給者等の健康診査、各種がん検診、
　　骨粗しょう症検診
　●訪問指導
　●健康課題チャレンジ事業
　●健康教育、健康相談
　●健康づくり推進員支援　等　　

　　歯科保健
　●歯科健診、歯科相談、歯科健康教育
　●２歳児歯科健診・フッ化物塗布
　●フッ化物洗口推進事業
　●歯科健康ドック　　等

　　栄養対策
　●栄養相談・栄養教育
　●給食施設栄養管理指導
　●食生活改善推進員育成・支援　　等

　　予防接種
　●麻しん・風しん、ポリオ、ＢＣＧ、ジフテリア・
　　百日せき・破傷風、日本脳炎、高齢者等インフルエンザ、
　　インフルエンザ菌ｂ型、子宮頸がん予防ワクチン
　　小児用肺炎球菌ワクチン

　　難病対策
　●難病患者地域支援対策推進事業
　●特定疾患治療研究事業

　　精神保健福祉
　●精神保健福祉対策推進事業
　●精神保健福祉相談及び訪問指導
　●自立支援医療制度（精神通院医療）
　●精神障害者保健福祉手帳
　●自殺予防対策事業

健康みやざき市民プラン推進市民会議

歯科健診

感染症危機管理対策チーム対応訓練（防護服着脱訓練）

　　結核予防
　●結核予防事業（結核住民検診）
　●結核患者支援事業
　●結核対策特別促進事業
　●結核対策事業
　●結核医療事業（結核公費負担医療）

　　感染症対策
　●感染症対策事業
　●エイズ対策事業
　●肺炎ウイルス検査事業

5 健康づくりの推進
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　　救急医療
　●宮崎市夜間急病センターの管理運営
　●宮崎市小児診療所の管理運営
　●在宅当番医制業務委託事業

　　医事関係
　●医療機関等の指導監督
　●病院の開設許可申請の受理
　●診療所･助産所の開設届の受理及び許可
　●医療法人設立認可申請等の受理
　●病院及び有床診療所の使用前検査及び使用許可
　●あん摩マッサージ指圧等の施術所等及び歯科技工所の開
　　設届の受理　

　　生活衛生
　●生活衛生営業

　理容業、美容業、クリーニング業、興行場、ホテル旅館業
及び公衆浴場の６業種の営業施設の衛生水準の向上を図
るため、施設への監視指導及び衛生講習会等を開催する
など、衛生的で安全な市民生活の確保に努めています。

　●水道（専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道）の
　　監視指導
　●薬事（医薬品販売業等、毒物劇物販売業）に関する許可
　　及び監視指導
　●特定建築物の環境衛生、温泉の適正利用　等

　　食品衛生
　●食品関係営業許可及び監視指導

　食品衛生法及び食品等取扱条例に基づき、営業許可等
の必要な業種について施設基準に適合しているか検査を
行い、食品関係施設を定期的に巡回し、施設の衛生管理が
行き届いているか、食品が衛生的に取り扱われているかな
ど、監視指導を実施しています。

　●食品等の収去検査、食品衛生意識の啓発推進　

　●調理師、製菓衛生師及びふぐ処理師の免許申請等の受理

　　動物管理
　●犬・ねこの適正飼養管理指導

　犬の登録、狂犬病予防注射を宮崎県獣医師会と連携し
て行っています。また、市民からの犬・ねこの苦情・相談に
対して適正飼養の指導や、迷い犬の保護、飼えなくなった
犬・ねこの引き取りを実施しています。

　●動物愛護の普及啓発（動物ふれあい教室など）
　●動物取扱業及び特定動物の登録・許可指導
　　
　　保健検査
　●食品に関する検査（食中毒検査含む）
　●感染症に関する検査（特定感染症検査含む）
　

「救急の日」啓発事業

公衆浴場監視指導

市場監視指導

動物ふれあい教室

6
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医療体制の充実　

保健衛生の充実
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　　宮崎市保健所・宮崎市中央保健センター
　保健所の専門的・技術的なサービスと、保健センターの地域に身近なサービスの提供機能を一元化し、本市の地
域保健の推進を図る拠点施設となっています。

①開 館 日　平成11年12月１日
②延床面積　8,841.25㎡
③施設の内容
　〔１階〕総合案内、医療相談窓口、展示コーナー　他
　〔２階〕保健指導室、診察室、調理実習室　他
　〔３階〕X線室、歯科保健室、健康体力増進室　他
　〔４階〕事務室
　〔５階〕検査部門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　宮崎市総合福祉保健センター
　市民と行政が一体となって、福祉・保健等の施策を総合的・効果的に進めていくための拠点施設です。宮崎市福祉
文化公園（ふれあいの森）内に市立図書館や市民文化ホールとともに設置されており、市民のふれあい、憩いの場と
なっています。

①開 館 日　平成６年５月21日
②延床面積　5,358㎡
③施設の内容
　〔１階〕障害者用プール、障害者用浴室、機能訓練室、障害児通
　　　　園室、健康相談室、ホール、在宅障害者デイサービス
　　 　 ルーム、福祉団体事務室、障害者就労・生活支援室　他
　〔２階〕高齢者用浴室、和室、保健指導室、調理実習室、視聴覚
　　　　室、研修室　他

　　宮崎市佐土原地域福祉センター
　地域住民の福祉の増進及び生活の向上を図るための地域の拠点施設です。

①開 館 日　平成12年４月
②延床面積　2,162㎡
③施設の内容
　和室、調理実習室、栄養指導室、健康指導室、浴室、ボランティ
　ア室　他

　　宮崎市田野総合福祉館
　市民の交流、福祉の向上及び健康の維持増進を図るための拠点施設です。市立田野中学校の北側に位置し、世代
を超えてふれあう憩いの場となっています。

①開 館 日　平成13年４月16日
②延床面積　1,959㎡
③施設の内容
　〔１階〕浴場、調理室、福祉団体事務室、サロン室　他
　〔２階〕会議室、大広間（和室）、研修室（和室）、トレーニング
　　　　室、サークル室

8 主な保健・医療・福祉施設
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　　宮崎市高岡福祉保健センター「穆園館」
　高岡地域の各種の健康づくり事業、子育て支援事業、福祉・ボランティア活動等の拠点施設です。幼児から高齢者
までがふれあえ住民の憩いの場となっています。

①開 館 日　平成15年６月１日
②延床面積　2,499.47㎡
③施設の内容
　〔１階〕事務室、相談室、指導室、エントランスホール・交流サロン、
　　　　憩いの間、交流室、大研修室、中研修室、プレイルーム　他
　〔２階〕調理実習室、ギャラリー、会議室、研修室　他

　　宮崎市清武総合福祉センター
　地域福祉を増進し、市民の交流を図る拠点施設です。

①開 館 日　平成12年４月
②延床面積　2,494.15㎡
③施設の内容
　〔１階〕特殊浴室、機能回復訓練室、相談室　他
　〔２階〕浴室、大会議室、ボランティア活動室、地域交流室　他

　　宮崎市総合発達支援センター
　障害児（者）のための診療部門（小児科、精神科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科）、相談部門、並びに肢体不自由児、
知的障害児及び重症心身障害者のための通所部門を備えた、障害の早期発見・早期療育と障害児（者）の在宅生活
を支援する総合療育拠点施設です。

①開 館 日　平成15年４月１日
②延床面積　2,731㎡
③施設の内容

〔１階〕
　○診療所
　　受付・事務室、診察室（小児科）、診察室（精神科・整形外科）、
　　処置室、検査室（脳波）、聴性脳幹反応（ＡＢＲ）、相談室、訓
　　練室（作業）、訓練室（理学）、訓練室、Ｘ線室、相談事務室、
　　ロビー（プレイスペース）
　○肢体不自由児通園施設・知的障害児通園施設・生活介護事
　　業所
　　保育室、遊戯室、相談室、職員室、医務・静養室、調理室、集会
　　室兼食堂・訓練室、介護浴室、屋外遊戯場　他

〔２階〕
　○診療所
　　診察室（耳鼻咽喉科）、診察室（眼科）、検査室（聴力）、心理判
　　定室２、観察室、言語療法室、多目的室、集会室、資料室　他
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　　宮崎市小児診療所
　24時間・365日体制で、入院治療を必要とする小児の医療を担う施設です。隣接する宮崎市夜間急病センター、
宮崎市郡医師会病院及び開業医等と連携して、小児救急医療の充実を図っています。

①開 設 日　平成16年６月１日
②延床面積　769㎡
③施設の内容
　○診療部門
　　　病床16床（一般病床）
　　　　個室：8室、2床室：4室
　　　　※個室のうち2室は隔離病室
　　　診察処置室、ナースステーション、検査室  他
　○管理部門
　　　医局、会議室兼症例検討室、事務室　他
　○その他
　　　待合室・家族控室、配膳室　他

　　宮崎市立田野病院
　地域に密着した病院として、24時間体制で地域の救急医療を担っています。住民サービスの向上を図り、大学病
院等、近隣の病院と常に連携をとりながら、医療の質的充実を目指しています。
　なお、平成21年度から３ヶ年計画で、病院改築工事を行っており、平成24年３月にすべての工事が完了します。

①開 設 日　昭和28年２月
　　　　　　田野町国民健康保険病院として開設
②延床面積　4,129㎡
③診療科目　7科（内科、小児科、外科、整形外科、
　　　　　　　　耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、
　　　　　　　　放射線科）
④施設の内容
　〔１階〕診察室、救急処置室、MRI室、薬局、調理室　他
　〔２階〕病室（病床数42床）、機能訓練室　他
　〔３階〕手術室、中央材料室、医局　他

　　宮崎市介護老人保健施設「さざんか苑」
　「宮崎市立田野病院」に併設し、介護、機能訓練及び一部医療行為を行うことで、自立を支援し、家庭復帰を図る病
院と家庭を結ぶ中間施設として在宅ケアを支援しています。
　快適に施設を利用していただくために、四季折々のレクリエーションなども取り入れ、利用者への充実したサー
ビスに努めています。

①開 設 日　平成３年４月、田野町老人保健施設「さざんか苑」
　　　　　　として開設
②延床面積　1,853㎡
③サービス内容　●入所…定員50名
　　　　　　　　●通所（デイケア）
　　　　　　　　●短期入所（ショートステイ）
④施設の内容
　〔１階〕受付・事務室、多目的ホール、面会室、家族相談室、浴室、
　　　　会議室　他
　〔２階〕入所療養室（ベッド数50床）、サービスステーション、
　　　　食事兼談話室、特別浴室　他

8

9

10

33



　　消防救急無線のデジタル化に伴う調査・検討
　電波法令の改正に伴い、平成28年５月末までに消防救
急無線をデジタル化にすることを目標として、費用対効
果を図りながら災害対応力を低下させない無線システム
構築のための調査・検討を行います。

　　画像伝送システム
　大規模災害発生時に、高所監視カメラの映像により、災
害情報を早期に把握して初動体制の確立を図るととも
に、国・県等へ災害状況の画像を伝送し、広域災害応援態
勢の充実・円滑化を図ります。

　　防災対策の充実
　●市民の避難生活を支援するため、非常食や生活必需品
　　などの緊急物資を計画的に備蓄します。
　●豪雨時における浸水被害などの軽減を図るため、急傾
　　斜地やため池等の災害危険箇所を適宜調査し、河川・
　　排水路の整備や急傾斜地等の災害危険箇所の防災工
　　事の推進や、地域住民への危険性の周知を行います。

　　防災意識の高揚
　●災害時に機能する自主防災組織の結成を促進し、育
　　成・整備を行い、組織間のネットワーク化を図ります。
　●市民参加型の防災訓練を実施し、市民、事業者及び防
　　災機関の災害時の協力体制の確立を図ります。
　●ハザードマップ（洪水・津波）やパンフレット等の配布
　　及び防災講座の実施などにより、市民の防災に対する
　　知識の向上と意識の高揚を図ります。

　　地域消防防災支援隊の育成
　地域防災力の向上を図るため、各地域で実施される防
災訓練の支援指導や、住民への防災啓発活動を行う消防
団員OB等による支援隊員を育成しています。

　　民間団体との連携
　民間業者・団体との災害時における物資の供給や運送
に関する協定に基づき、避難者への安定した物資の供給
を図るとともに、各種訓練への参加を呼びかけ、災害時の
対応力の向上に努めます。 

地域防災計画に基づき、災害発生時の迅速な初動体制及び的確な災害応急体制の確立を図ります。

地域消防防災支援隊の研修会

自主防災組織の研修会

画像伝送システム

災害に強いまちづくり

1 防災体制の整備
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　　災害情報の収集・伝達
　●災害時に迅速かつ的確な情報収集・伝達を行うため、防災行政無線を適切に管理します。
　●災害情報を共有するためのシステムを運用し、的確な災害応急体制の確立を図ります。
　●宮崎ケーブルテレビ(地上デジタル113ch)、宮崎サンシャインＦＭ(76.1MHz)との協定に基づき、災害時に緊急
　　放送を実施します。
　●迅速かつ的確な情報を伝達するため、市民向けの携帯電話やパソコンのメールアドレスへ配信を行います。
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○建築物の耐震化の促進
　昭和56年以前に建築された建築物の所有者に対して、耐震診断及び耐震改修工事に要する費用の一部を助成（但
し、耐震改修工事費用の助成は木造住宅のみ）し、住民の耐震化に対する意識の向上を図り、安全で安心できる災害に
強いまちづくりを推進しています。

　【助成対象建築物】

　●戸建の木造住宅
　●民間特定建築物（診療所、身体障害者福祉ホーム、幼稚園、保育所 等）

　　消防力の強化
　多種多様な災害に対応するため、消防庁舎等を整備し、災害対
応力の強化を図ります。

　●消防団拠点施設、消防車両などの整備
　●消防団組織の強化
　　（団員の確保、装備の充実などの活動環境の整備）
　●緊急消防援助隊施設の整備

　　消防緊急情報システム
　災害時における災害地点の早期把握を行い、迅速・的確な指令
体制と消防活動体制の充実を図ります。

　●携帯・IP電話からの位置情報を通知するシステムの活用
　●救急車及び消防車両におけるカーナビの活用
　●消防団等携帯電話への招集用災害情報メールの配信

　　災害時要援護者の情報管理
　福祉部局で管理する災害時要援護者情報を消防緊急情報システ
ムに入力し、災害時の消防活動に活用します。

　　救急体制の高度化推進
　救命率の向上を図るため、住民・消防機関・医療機関が救命の連
鎖を深め、救急車の効率的な運用及びメディカルコントロール※体
制の強化を図ります。

　●医師から救急隊員への指示・指導体制の充実強化
　●医学的観点からの事後検証と救急救命士の再教育の充実
　●住民に対する応急手当法の普及啓発
　●救急車の適正な利用方法等についての啓発活動

　　救助体制の充実強化
　平成22年４月、６名の高度救助隊員を海外での大規模災害発生
時に派遣される国際消防救助隊に登録し、国内外の地震等の大規
模災害における人命救助に迅速・的確に対応するなど、救助体制
の強化を図ります。

　　消防出前防災講座
　災害発生時における住民の防災意識や技術の向上を図るため、
職員が自治公民館等に出向いて、災害対策の留意事項や応急手当
法の実技講習を実施しています。

　●火災講座、地震講座、救急講座等の開催
　●自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用法、心肺蘇生法等について講
　　習会を実施し、正しい知識と技術の普及啓発を積極的に行い、
　　救命率の向上を図ります。 救急救命講習 ( 心肺蘇生法＆ＡＥＤ講習 )

高度救助隊

消防緊急情報システム

訓練塔、訓練研修施設（南消防署）

※医学的観点から、消防機関と医療機関との連携
によって、救急救命士を含む救急隊員が行う応急
処置等の質を確保すること。
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都市防災対策の推進

消防・救急体制の充実
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　本市の経済を支える農林水産業や商工業、観光などの多種・多様な産業が活発に営まれるとともに、市民
の誰もが職場で、いきいきと働くことのできるまちを目指します。

○第10次宮崎市農林水産業振興基本計画
　農林水産業の生産振興はもとより、消費者の視点に立っ

た施策の展開と併せ、国・県の新たな施策に対応するため、

新市の豊かな資源を活用した新たな農林水産業の振興や

地域の活性化を目指します。

●策 定 日：平成19年３月

●目標年度：平成23年度
●農業分野の基本理念：
　　安全・安心でみんなが自慢できる高品質な
　　　農畜産物の安定供給と積極的ＰＲをめざして

　　意欲ある担い手の育成支援
　●認定農業者に対する施設整備等の支援
　●農業法人の育成・支援
　●集落営農の取り組みの推進
　●新規就農者の農地・施設など生産基盤整備に対する支援

　　水田利活用・主要食糧の自給率の向上及びお
　　茶・葉たばこ等の普通作物の振興
　●農業者戸別所得補償制度への取組みの推進
　●お茶・葉たばこ等の生産組織への活動支援

　　野菜・果樹・花き園芸の振興
　●園芸産地確立のための総合対策
　●省エネ・低コスト化の整備、支援対策

　　畜産の振興
　●宮崎銘柄牛産地育成対策
　●優良牛受精卵移植の普及推進
　●畜産団地の整備に対する支援
　●家畜防疫推進対策

　　ブランド確立及び６次産業化の推進
　●農林水産物のブランド確立とPRの推進

　●農林水産業の６次産業化の推進

　　土地改良事業等の推進
　●農道整備事業
　●ほ場整備事業、かんがい排水事業、ため池等整備事業

　　国営大淀川左岸・右岸・綾川土地改良事業の推進
　大淀川水系と綾北川の豊富できれいな水を利用し畑地

等へのかんがいを行い、農地の高度利用を促進し、農業経
営の安定を図ります。

 

新規就農者の研修風景

園芸の祭典

ほ場整備

宮崎の特色を活かした産業の振興

1 農業の振興
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○第10次宮崎市農林水産業振興基本計画
　●林業分野の基本理念：
　　　市民の快適な生活環境を守り、
　　　　人と産業を育む豊かな森林づくりをめざして

　　豊かな森林づくり
　●海岸松林の保全
　●森林整備の促進

　　林業活動の促進
　●林業担い手の育成
　●有害鳥獣被害防止対策
　●林道等の整備

　　森林公園の整備
　市民に自然とふれあう機会を提供するため、森林環
境教育・森林レクリエーションの場として、森林公園等
の整備を実施します。

　●椿山森林公園
　●宮崎自然休養林
　●前平森林公園
　●遊々の森
　●荒平山森林公園

○第10次宮崎市農林水産業振興基本計画
　●水産業分野の基本理念：
　　　安全・安心な水産物を供給する
　　　　「元気あふれる水産業」の確立をめざして

　　つくり育て管理する漁業の推進
　●カサゴ、イセエビ、アワビ等の放流

　　漁業経営の安定と担い手の育成
　●漁業後継者への育成支援
　●漁船の近代化装備装着への支援
　●漁業者の漁船保険への支援
　●魚の消費拡大推進
　●「青島どれ」のブランド化推進

　　内水面漁業の振興
　●アユ、シジミ、うなぎ等の放流
　●潮干狩り大会への支援

　　漁業基盤施設の整備
　●県営漁港（青島）の機能保全のための支援

緑の募金植樹祭

宮崎自然休養林

カサゴの放流

加江田川 潮干狩り大会

2

3

林業の振興

水産業の振興
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　　スポーツランドみやざきの推進
　●プロ野球、Ｊリーグ等のスポーツキャンプの誘致・
　　支援
　●みやざきフェニックス・リーグの開催支援
　●ゴルフマンスキャンペーンイベント開催支援
　●各種スポーツイベントの開催支援・誘致

　　観光基盤の整備
　●青島地域活性化基本計画の推進
　●道の駅フェニックスの管理運営
　●青島・白浜海水浴場、白浜オートキャンプ場の運営
　●コンベンションの誘致、支援

　　観光誘致宣伝の強化
　●観光リゾート情報発信
　●観光客誘致拡大・宣伝
　●まつり交流

　　各種まつり、イベントの開催・支援
　●まつりえれこっちゃみやざき
　●モク･オ･ケアヴェ･インターナショナル･フェス　
　　ティバル日本大会
　●みやざき青島サマーフェスタ　　など

○新宮崎市観光振興計画
　「市民が誇りを持つことができる観光都市宮崎の実現」を基本理念に、「青島地域の活性化」や「スポーツランドみや
ざきの推進」を大きな柱に、５つの観光戦略を定めて観光振興を図っていきます。
　●策 定 日：平成22年３月
　●計画期間：平成22年度～平成26年度
　●観光振興戦略：①個性的な観光リゾートづくりの推進
　　　　　　　　②観光ホスピタリティ（もてなしの心）の充実
　　　　　　　　③スポーツランドみやざきの推進
　　　　　　　　④青島地域の活性化
　　　　　　　　⑤効果的な観光情報の発信

○青島地域活性化基本計画
　北は木崎浜から南は堀切峠・道の駅フェニックスまでを計画の対象範囲とし、参道周辺エリアを重点整備地区とし
ています。ハード・ソフト両面での取組みで、年間入込客数が27.5万人増加することを目標としています。
　●策 定 日：平成20年３月
　●計画期間：平成20年度～平成29年度

スポーツキャンプ（読売巨人軍）

青島

モク・オ・ケアヴェ・インターナショナル・フェスティバル日本大会

4 観光の振興
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○宮崎市商業振興ビジョン
　商業を取り巻く環境が大きく変化している中で、消費者の視点を重視し、その動向を踏まえた施策の基本的方向性
に加え、商業者の果たすべき役割を提示し、長期的な視点で本市商業の将来像の実現を目指します。
　●策 定 日：平成11年３月（平成20年３月全面改訂）
　●目標年度：平成29年度
　●将来の商業像：太陽の恵みあふれる人にやさしいエコモール

　　中心市街地活性化の推進
　中心市街地の魅力をアップさせ、来街者の増加等に繋がる
事業を支援し、中心市街地商店街の活性化を図ります。

　　●空き店舗対策の支援及び実施
　　●中心市街地イベント等事業の支援

　　商店街の活性化
　商店街等や地域の活性化に資する事業や安心して買い物が
できるまちづくり等を支援することにより、賑わいを創出し、商
業の活性化を図ります。

　　●商業振興活動支援事業の推進
　　●光で彩る街並事業の支援
　　●魅力ある商店街づくり事業の支援

　　中小企業融資制度
　中小企業の経営安定と体質強化を図るため、低利の融資制
度を設けるとともに信用保証料を助成します。

　　人材・組織の育成
　商工会議所、商工会、青年会議所等が、地域住民と一体と
なって実施するイベントや商店街活動、研修事業を支援し、組
織と経営基盤の強化を図ります。

○宮崎市工業振興計画
　多様な主体の連携のもとで、技術力と将来性のある企業が育ち、活力ある産業が集積するまちを目指します。
　●策 定 日：平成11年３月（平成21年３月全面改訂）
　●目標年度：平成29年度

　　産学官連携によるものづくり技術の強化
　宮崎の生産力・開発力を高めるため、新製品・新技術開発の支援を積極的に行います。

　　農商工連携による地場産業の振興
　中小企業者や農業者が産業の壁を超えて連携し、お互いのノウハウや技術等を活用することで、両者の持つ強み
を発揮した新商品の開発や販路開拓等を促進します。

　　中小企業等の支援育成（住宅リフォーム助成事業）
　経済波及効果の大きい住宅リフォームに対する補助制度を期間限定（22・23年度の２箇年事業）で実施すること
により、本市域における緊急の地域経済対策を行います。

中心市街地イベントの様子

研修の様子
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6

商業の振興

工業の振興
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　企業訪問や各種展示会への出展等を通じて、本市への企業の立地を推進するとともに、立地企業に対する奨励措置
を行い、産業の振興と雇用の場の確保を図ります。

　　企業立地奨励金の交付
　●立地企業助成金
　●固定資産税助成金
　●事業所税助成金
　●オフィス等賃借助成金
　※企業立地促進法に基づく固定資産税の課税免除

　　工業団地の状況

　○分譲中

　　●宮崎ハイテク工業団地（高岡）

　　●倉岡ニュータウン業務用地（糸原）

　　●宮崎テクノリサーチパーク（佐土原）
　　●田野町西工業団地（田野）

　

7 企業誘致の推進

1 2
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　　雇用の促進と安定
　地元企業で活躍できる人材や技能者の育成を行うと
ともに、企業との面談会や中小企業で働く勤労者の福祉
に関する諸施策を講じ、雇用の促進と安定を図ります。

　　●就職支援事業の実施
　　　①若年者層・再就職を希望する方を対象とした資
　　　　格取得講座等の実施
　　　②企業及び教育現場双方への人材育成に関する
　　　　情報の提供
　　　③企業との面談会（就職フェア）の開催など
　　●求人開拓人材マッチング事業の実施
　　●シルバー人材センター運営の助成
　　●高年齢者就業促進事業の実施
　　●雇用情報の提供
　　●中小企業退職金共済加入の促進
　　●中小企業勤労者福利厚生事業の支援

　　勤労者福祉の向上
　働く青少年の健全育成と福祉の向上を図るための講
座や、女性が職業生活や家庭生活において必要な知識
や技術を学ぶための講座を開催し、勤労者の福祉の増
進や能力開発を図ります。

　　●青少年プラザの運営、講座の開催
　　●働く婦人の家の管理運営、講座の開催

　　職業能力の向上・開発
　職業訓練等を行う団体等を支援し、労働者の職業能
力の開発、資質の向上を図ります。

　　●技能五輪全国大会出場者の激励
　　●認定職業訓練の支援

みやざき就職フェア

働く婦人の家の講座の様子

技能五輪全国大会

働きやすい環境づくり
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　未来を担う子どもたちが、健やかで心豊かに成長できるよう、家庭・地域住民・学校が相互に連携協力し、
地域に根ざした教育を推進するまちを目指します。
　また、生涯にわたって学んだりスポーツに親しんだりするとともに、地域の文化にふれあえるまち、市民の
誰もがお互いを尊重し、生きがいをもって暮らせるまちを目指します。

　子どもたちが、これからの社会を生きていくために必要な確かな学力、豊かな人間性などの「生きる力」を身に付け
るために、創意工夫し特色ある学校づくりを目指します。

　　習熟度別少人数指導の推進
　自ら学び自ら考えるなどの「生きる力」を育むために、その基礎と
なる確かな学力を身に付けさせることをねらいとして、小学校の算
数、中学校の数学、英語の教科で、学習習熟度に応じた少人数指導
を行います。

　　特別支援教育の推進
　ＬＤ、ＡＤＨＤなど発達障がいのある児童生徒が在籍する通常学級に

「スクールサポーター」を、下肢等に障がいのある児童生徒が、通常
の学級へ通学を希望する場合に「教育アシスタント」を派遣します。
また、特別支援学級に在籍する重度の障がいのある児童生徒の教
育の充実を図るため、非常勤講師「ティーチングスタッフ」を派遣し
ます。

　　読書活動アシスタントの派遣
　児童生徒の読書活動の推進を図るため、72の小・中学校に「読書
活動アシスタント」を派遣します。学校図書館の環境整備、調べ学習
での活動支援、読み聞かせなどを通して、読書意欲・関心の高揚を図
ります。

　　適応指導教室の設置
　いじめや不登校などの問題を積極的に解決するため、適応指導教室を設置して、児童生徒や保護者に対して学習
支援や教育相談等を行い、児童生徒の学校復帰を図ります。

　　宮崎市教育相談センターにおける相談体制の充実
　いじめ・不登校問題等学校をめぐる諸問題について、児童・生徒、保護者、教職員等からのニーズに対して支援を行
います。生徒指導、特別支援教育などの専門の相談員が支援を行うことにより、学校教育の充実を図ります。

　　教職員の研修
　基本研修、職能研修、教科等研修、一般研修等によってライフステージに応じて実践的指導力を高め、教職員の資
質向上を図ります。

　　教育の情報化の推進
　小中学校への情報教育アドバイザーの派遣やICT（情報通信技術）環境の整備を行います。また、学習活動における

ＩＣＴの積極的な活用を支援しながら、授業の質の向上を図ります。

　　国際社会に対応できる人材の育成
　小学校に外国人講師、中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣し、英語によるコミュニケーション能力などの育成
を図ります。また、アジア近隣諸国などの学校と市内の小中学校との学校間交流活動を推進し、国際感覚豊かな児童
生徒を育成します。

教育・文化・スポーツ環境の充実

1 学校教育の充実
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人材育成プランに基づいた教職員研修

ICT 活用研修
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　　校舎の改築・耐震整備
　老朽化が著しい校舎の改築工事や、校舎の耐震
性を高めるための耐震補強工事を行います。

　　バリアフリー化整備の推進
　特別支援教育の充実を図るため、下肢等に障が
いのある児童生徒一人ひとりの障がいに合ったバ
リアフリー工事を行います。また、学校を利用する
全ての人が安心して利用できるよう、スロープ等を
設置します。

　　給食施設・設備の整備
　学校給食衛生管理基準に基づいて、学校給食室
および５つの学校給食センターの施設・設備の整
備を計画的に行います。

　　子育て講座事業・家庭教育学級事業
　家庭の教育力の向上を目指して、家庭教育に関
する学習機会の充実を図るため、「子育て講座」「家
庭教育学級」など各種事業を実施します。

　　放課後子ども教室推進事業
　放課後や週末に小学校の施設や公民館等を活
用して、子どもたちの安全・安心な居場所を設け、
様々な体験活動や学習活動を通して、地域の宝で
ある子どもたちを地域全体で見守ります。

　　社会教育関係団体の育成・支援
　ＰＴＡ協議会、子ども会育成連絡協議会、地域婦人
会連絡協議会などの団体の育成を支援し、活性化
を図ります。

　　青少年の健全育成・非行防止
　子どもたちの体験活動を促進するため、情報誌
等による情報提供を行うほか、各種自然体験活動
を実施します。また、市青少年育成センターにおい
て、青少年の問題行動や非行を未然に防止するた
めの街頭指導、電話相談（なやむなテレホン）、面
接相談・メール相談等を実施します。

穆佐小学校校舎改築

放課後子ども教室

砂の造形コンクール
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学校施設の整備・充実

社会教育の充実
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　　公民館等施設の整備・充実
　公立公民館等施設において、改修、バリアフリー化、
耐震化等を行いながら、生涯学習活動・文化活動・地域
コミュニティ活動の拠点として、地域住民に親しまれる
施設づくり・運営を行います。

　　公立公民館講座の充実
　市民に学習の機会と場、学習情報を提供し、生涯学習
の各時期に対応した特色ある各種学級・講座を開設し
ます。

　　生涯学習推進体制の整備充実
　市内21地区の生涯学習推進協議会と17の加盟団体
からなる協議会であり、生涯学習を基盤として地域課
題、生活課題等の解決を図りながら、住民参加による地
域づくりを推進します。

　　宮崎市政出前講座
　市民の要請に基づき、市職員を講師として派遣し、市
政の説明や専門知識を生かした実習等を行います。

　　地域教育（学校支援）の推進
　地域全体で学校教育を支援するため、学校と地域と
の連携体制の構築を行い、子どもと向き合う時間の拡
充を図るとともに、地域教育の活性化を目指します。

　　夢創り人活性化事業
　生涯学習ボランティア指導者の育成とボランティア
相互の交流や連携を促進し、市民の自発的な学習活動
の充実を図ります。

　　読書活動の充実
　魅力ある図書館づくりを行うとともに、地域のボラン
ティアとの連携を推進し、子どもの夢や希望が膨らむ読
書活動を行います。

　　大学と連携した学習機会の充実
　　○公開講座

　地域住民を対象とした講座を開設し、公立大学の

教授等による多彩なテーマで講義を実施しています。

○開放授業
　生涯学習支援のため、地域住民に本学の正規授業
を公開し、学生と一緒に受講できます。

公民館講座

生涯学習フェスティバル in 宮崎オープニングセレモニー

夢創り人交流ひろば

読みきかせ研修会

4 生涯学習の充実
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○宮崎市生涯学習推進基本計画
　宮崎市における生涯学習の推進に関し、長期的、かつ総合的な指針を示すものであり、21世紀の生涯学習社会を実
現するための基本的な方向を示したものです。
　●策 定 日：平成３年２月（平成14年３月一部改訂）
　●計画期間：平成14年度～平成23年度
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　　市民スポーツの振興
　　○スポーツ大会の開催

　　●市民体育大会
　　●地区対抗大会（バレーボール、グラウンドゴルフ　等）
　　●佐土原体力つくり各種スポーツ大会
　　●田野マラソン大会
　　●高岡月知梅ロードレース大会

　　○スポーツ団体、指導者の育成

　　●宮崎市体育協会（加盟競技団体：53）
　　●宮崎市スポーツ少年団（22競技238団体）
　　●地区体育会（21地区）、体育指導委員（98名）

　　○宮崎市体育協会自主事業の助成

　　●スポーツ教室（幼児）
　　●ワンコインスポーツ教室（一般）
　　●ジュニアアスリート強化推進事業（６競技）
　　●市民サイクリング大会（小学生以上）
　　●セミ・プラチナトレッキング（概ね40歳以上）
　　●エンジョイ・マラソンリレー大会（小学4年生以上）
　　●生目の杜ジョギング駅伝大会（小学4年生以上）
　　●レディースベースボールクリニック（女性）

　　学校体育の振興
　　●小中学校の各種競技大会への参加に対する補助

　　スポーツ環境の整備
　　○社会体育施設等の管理運営

　　●生目の杜運動公園　　　　●佐土原武道館
　　●清武総合運動公園　　　　●久峰総合公園
　　●体育館（16館）　　　　　　●田野運動公園
　　●運動広場（18箇所）
　　●天ヶ城公園（体育館/野球場/弓道場）
　　●石崎の杜歓鯨館（25ｍ室内プール）　他

　　○パークゴルフ場の整備

　　●宮崎市青島パークゴルフ場の整備

　　夢・感動あるスポーツ都市づくりの推進
　　○スポーツイベントの開催・誘致

　　●全日本グランドベテランソフトテニス大会（５月・２日間）
　　●ソフトテニスジュニアジャパンカップ（11月・４日間）
　　●国際青島太平洋マラソン（12月）
　　●アイビースプリングベースボールリーグ（平成24年3月）

市民体育大会（アーチェリー）

生目の杜ジョギング駅伝大会

宮崎市青島パークゴルフ場イメージパース

ソフトテニスジュニアジャパンカップ

5 スポーツ・レクリエーションの振興
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　　文化施設の整備・管理運営
　それぞれの施設の特色を生かしながら、ユニークな
自主事業や魅力ある展示物等を通して、市民文化の向
上や生涯学習の推進を図ります。

　　○宮崎科学技術館

　　●キラキラ星空コンサート
　　●星空と音楽の夕べ
　　●企画展・各種教室・講座

　　○大淀川学習館

　　●企画展・各種教室・講座

　　○宮崎市民文化ホール

　　●みやざき市民芸術・文化祭
　　●ときめき市民音楽祭

　　○宮崎市民プラザ

　　●みやざきザハール・ブロン音楽祭
　　●市民プラザ寄席

　　○みやざきアートセンター

　　●企画展・定期講座
　　●宮崎市美術展

　　○みやざき歴史文化館

　　●企画展・歴史講座

　　○佐土原歴史資料館

　　●企画展・歴史講座

　　○天ヶ城歴史民俗資料館

　　●企画展

　　○生目の杜遊古館

　　●出土遺跡展示・体験学習

　　○きよたけ歴史館

　　●企画展・歴史講座

　　郷土に根ざした文化芸術活動の推進
　各種芸術文化行事の開催や鑑賞の機会・創作発表
の場を提供して、市民文化の活性化と向上を図り、郷土
に根ざした「みやざき文化」の展開を図ります。

　　●小中学校芸術鑑賞派遣事業
　　●市美術展やまちかどギャラリーの開催
　　●サウンドラッシュみやざき

　　文化の香るまちづくり
　宮崎市文化振興基金を活用した事業を展開して
います。また、市街地の公共空間に、彫刻などの「パブ
リックアート」を設置することにより、宮崎市の文化的
景観の創出や創作活動の支援などを図ります。

　　文化活動の支援
　郷土の芸術家・文化団体の活動の発表機会を提供
し、支援を行うとともに、市民の地域活動に対し助成
を行います。

　　●ドキュメンタリーフォトフェスティバル宮崎、宮崎映
　　　画祭、市民芸術祭、童謡の日コンサートの開催支援
　　●文化芸術団体運営費助成事業
　　●地域文化活動補助事業

　　文化遺産の保護と活用

　　○文化遺産の保護・顕彰

　後世に引き継ぐ貴重な文化遺産を適切に保護、顕
彰し、円滑な文化財行政を進めます。

　　　●埋蔵文化財の発掘調査・活用
　　　●史跡や天然記念物の保護・管理
　　　●二見家住宅の管理

　　○文化財の活用

　国指定史跡等の保存整備を進め､貴重な文化遺
産を適正に保護し､市民の学習や憩いの場として活
用します。

　　　●生目古墳群史跡公園内の古墳の復元整備
　　　●佐土原城跡・本野原遺跡・穆佐城跡の保存整備
　　　●安井息軒旧宅の管理
　　　●蓮ヶ池横穴群の保存修復

　　○伝統文化の保存と継承

　地域の民俗芸能の発掘・保護や伝承活動等への
助成、「民俗芸能まつり」の開催等によって、無形民
俗文化財への理解と認識を高めるとともに、後継者
の育成を図ります。

　　　●第25回みやざき民俗芸能まつり（11月）
　　　●民俗芸能登録団体：62団体

第24回みやざき民俗芸能まつり

国指定天然記念物　内海のアコウ

6 文化の振興
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　男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮するこ
とができる男女共同参画社会づくりを推進します。

○宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例
　（平成18年１月１日施行）　
　男女共同参画社会の形成について基本理念を定めるととも
に、市、市民、事業者及び教育に携わる者が協働して男女共同
参画社会の実現を目指すことや「宮崎市男女共同参画社会づ
くり推進審議会」の設置などを定めています。

　○７つの基本理念　

　①性別にかかわりなく、すべての人の人権の尊重
　②社会における制度又は慣行についての配慮
　③政策等の立案及び決定への共同参画
　④多様な活動に参画する機会の確保
　⑤教育における配慮
　⑥性の尊重に基づく健康への配慮
　⑦国際理解及び国際協力

○宮崎市男女共同参画基本計画
　本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施
策を総合的かつ計画的に推進するために、市が実施する施
策の基本的な方向性を示しています。
　●策 定 日：平成16年３月（平成21年３月一部改訂）
　●目標年度：平成25年度

　　男女共同参画推進講座コーディネート事業の
　　実施

　学校・家庭・地域等で教育に携わる人が、男女共同参画社
会への理解を深め、男女共同参画の視点を踏まえた教育の
普及を図ることを目的に、小・中学生の保護者や教職員を
中心とした団体に対し、男女共同参画推進講座をコーディ
ネートします。

　　男女共同参画社会づくりの意識啓発
　男女共同参画社会づくりを推進するため、市民への意識
啓発を図ります。

　●男女共同参画フォーラムの開催
　●男女共同参画推進補助金制度の実施
　●男女共同参画週間行事の実施

　　男女共同参画情報紙の発行
　男女共同参画社会づくりに関する情報紙を発行し、男女
共同参画社会づくりに向けた意識の醸成を図ります。

宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）

「レインボー」　「のびのび」

男女共同参画推進講座

人権・男女共同参画フォーラム

男女共同参画社会づくりの推進
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　　道の駅フェニックス
 　　日南海岸の「堀切峠」から約１km南に位置し、日向灘の絶景を一望できる観光名所です。

①オープン：平成17年４月16日
②施設面積：約６ｈａ
③施設の内容
　●建物
　　〔１階〕土産品、特産物等の販売
　　〔２階〕レストラン
　　〔３階〕観光パンフ等設置、パネル等展示スペース
　●駐車場
　　大型車６台、マイクロバス２台、普通車91台、障害者
　　用４台　計103台
　●オストメイト対応トイレ、展望ウッドデッキ

　　

　　青島自然休養村
　市民の健康の増進及び地域の振興を図ることを

目的として、青島の西後背地の山間地に自然休養村
センター（温泉）と好隣梅（梅園）を整備しています。
　自然休養村センターでは入浴のほか、休憩、各種会
議、スポーツ合宿の利用が可能です。好隣梅の展望台
からは日向灘が一望できます。

　　○施設の内容
　　　●自然休養村センター（入浴・食事・会議・宿泊）
　　　●好隣梅（梅　750本植樹）
　　　●多目的広場、遊歩道、展望台

　　宮崎市民プラザ
　より一層の市民の福祉・文化の向上を図るため、生涯学習機能やコミュニティ形成機能等多目的な機能を備えた、

市民の誰もが気軽に「集い」「学び」「交流」できる総合拠点施設として建設されました。

①開 館 日：平成12年８月１日（全館開館10月1日）
②規　　模：地上４階建（一部５階）、地下１層駐車場（83台）
③延床面積：12,467㎡（駐車場：3,782㎡）
④施設の内容
　●ホール：500席の劇場型中型多目的ホール
　●集会室：研修会、会議等ができる大・中・小会議室
　●学習室：学習室、和室
　●練習室：音楽、演劇等の練習ができる大・小練習室
　●ギャラリー：市民の文化活動の発表の場となる美術、
　　　　　　　　工芸、書道、写真等の展示室
　●交流サロン：市民の情報交換の場をつくり、市民活動
　　　　　　　　の支援を行い、活性化を促す市民活動支
　　　　　　　　援センターや、各種団体の事務室を設置。

 

好隣梅（梅花）
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　　宮崎市民文化ホール
　市民の文化芸術活動の拠点となる、音響特性を重視した劇場型多目的ホールです。本格的な残響可変装置を備え、
９分割の大迫り等、舞台機能も充実しています。

①開 館 日：平成８年10月２日
②規　　模：地下１階、地上５階
③延床面積：13,846㎡
④施設の内容
　●大ホール：1,867席
　　（車椅子スペース最大130席・常時８席、親子席７席）
　　舞台：792㎡、オーケストラピット：110.3㎡
　　音響反射板、残響可変装置
　●イベントホール：405㎡、250～300人収容
　　仮設ステージの設置により多目的に使用可能
　●会議室：３分割使用可能
　　（全室100人、２/３室60人、１/３室30人）
　●和室：１室（30畳）２分割使用可能
　●練習室：３室

　　みやざきアートセンター
　市民に文化芸術の創造体験や、鑑賞及び発表を行う機会を提供するとともに、中心市街地における交流の場を創出
します。

①開 館 日：平成21年10月１日
②規　　模：地上６階建てのうち３階から６階部分
③延床面積：約2,850㎡
④施設の内容
　●アートスペース１：企画展等が可能な展示室兼イベン
　　　　　　　　　　トホール
　●アートスペース２：企画展や個展
　●アートスペース３：映像芸術等の現代美術の展示
　●多目的室：会議、展示
　●ライブラリー：書籍・雑誌の閲覧スペース
　●常設展示室：郷土作家作品等の展示
　●創作アトリエ：絵画・陶芸教室等の開催、制作スペース
　●プレイルーム・キッズルーム
　　　　：親子で楽しめる創作的な遊び場、空間の提供
　●交流サロン：自由にくつろげ、打ち合わせ等にも使用できるスペース
 

　　宮崎科学技術館（愛称：コスモランド）
　明日を担う子どもたちに「科学する心」と「創造性」を培い、科学技術と宇宙への夢とロマンを提供することを目的に
開設された施設です。体験型の展示物や世界最大級のプラネタリウムを有し、子どもから高齢者まで楽しみながら科
学を学べる施設となっています。

　①開 館 日：昭和62年８月１日
　　　　　　　（平成16年５月１日リニューアル）
　②敷地面積：５，４００㎡
　③展示の内容
　　●屋外：Ｈ－１ロケットモデル（高さ40ｍ、直径2.5ｍ）
　　●屋内：世界最大級のプラネタリウム（直径27ｍ）、ア
　　　　　　ポロ11号月面着陸船実物大模型他６つのコー
　　　　　　ナーからなる常設展示
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7

9　　生目の杜遊古館
　平成21年4月25日に開館した埋蔵文化財・体験学習施設です。
　埋蔵文化財センターは宮崎市の埋蔵文化財の「調査・研究」、「整理・保存」、「公開・活用」を目的とした、生目古墳群
のガイダンス機能も兼ねた施設です。
　体験学習館は古代文化体験、創作活動ができる集団宿泊学習にも対応した体験学習施設です。（宿泊利用は、研修を目
的とする団体で、市内の高校生までの児童生徒が利用できます。184名宿泊可能）

  ○埋蔵文化財センター
　①延床面積：2,499.9㎡
　②展示の内容：生目古墳群や市内遺跡からの出土遺物
　　　　　　　の展示・解説、埋蔵文化財センターでの
　　　　　　　業務の公開等

  ○体験学習館
　①延床面積：2,379.46㎡
　　　　　　（学習棟1,324.98㎡、宿泊棟1,054.48㎡）
　②施設の内容：
　　●学習棟：多目的室、体験工房、調理実習室、食堂、　
　　　　　　　シャワー室
　　●宿泊棟：宿泊室、指導者室、交流室
　　●炊飯棟、多目的広場

　　生目古墳群史跡公園
　九州でも最大規模の前方後円墳を有する国指定史跡「生目古墳群」の史跡公園で、継続的に古墳の調査や復元整備
を行いながら、その状況を公開しています。

　①開 園 日：平成20年４月１日
　②敷地面積：21.4ha
　③施設の内容：芝生広場、展望台、遊歩道、休憩所　他
　④史跡生目古墳群の保存整備：発掘調査や古墳周辺の
　　　　　　　　　　　　　　　環境整備、復元工事等

　　大淀川学習館
　大淀川浄化活動及び大淀川学習のシンボル的な施設として開館しました。館前河川敷の「大淀川水辺の楽校」及び
館の北西に位置する「里山の楽校」とあわせて、大淀川の自然や水資源を大切にする心や郷土を愛する心を培い、自然
体験や環境教育など、大淀川の恵まれた自然を広く学習・体験できる総合拠点施設となっています。

①開 館 日：平成７年３月28日
　　　　　　（平成14年７月15日リニューアル）
②敷地面積：17,682㎡
③展示の内容：自然楽習園、大淀川観察ステーション、
　　　　　　　川のシアター（３Ｄハイビジョン導入）、
　　　　　　　生体展示ホール（大型・小型水槽）、
　　　　　　　ホタル展示室　他
④そ の 他：実験･工作室、図書･情報室、ボランティア室
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　　みやざき歴史文化館・　ヶ池史跡公園
　古代ロマンにあふれた市民の憩いの場と歴史文化を楽しみながら学べる場として、国指定史跡「　ヶ池横穴群」の
保存整備とあわせて一体的に整備しています。

  ○みやざき歴史文化館
　 ①開 館 日：平成４年７月25日
　 ②規　　模：２階建（正倉院風校倉造）
　 ③延床面積：2,204㎡
　 ④展示の内容：考古・歴史・民俗・神話コーナー　他

  ○　ヶ池史跡公園
　 ①敷地面積：18ha
　 ②施設の内容：せせらぎ水路、石塔のはらっぱ、古代ハス池、
　 　　　　　　 竪穴住居、高床式倉庫　他

  ○農・工等体験学習施設
　 ●厩、鍛冶屋の移築設置

　　佐土原歴史資料館
　佐土原にある出土文化財管理センター・鶴松館・商家資料館の総称です。
　出土文化財管理センターは、佐土原城跡の御普請所跡地に位置し、佐土原に関する歴史・民俗資料等の整理、調査、
保存、展示を行っています。鶴松館は佐土原城・二の丸跡に館を再現し、歴史資料、佐土原人形等を展示しています。商
家資料館「旧阪本家」は、味噌醤油醸造販売の老舗で江戸町屋の重厚さを残す旧商家です。

  ○出土文化財管理センター
　①開 館 日：平成７年７月１日
　②延床面積：846.10㎡
　③内　　容：佐土原に関する資料の調査・整理・保管・展示

  ○鶴松館
　①開 館 日：平成５年６月１日
　②延床面積：512㎡
　③展示の内容：佐土原の変遷、藩札・西郷札、佐土原人形等

  ○商家資料館「旧阪本家」
　①開 館 日：平成13年７月２日
　②延床面積：138.36㎡
　③内　　容：明治期に「醤油及刻煙草商」、大正・昭和期に「味噌、醤油醸造」を営んでいた「旧阪本家」は、中世以来栄え
　　　　　　た佐土原城下町の一角に明治期の面影を残しています。

　　天ケ城歴史民俗資料館
　桜の名所・天ケ城運動公園に建てられた歴史民俗資料館です。大淀川流域で暮らしてきた高岡の人々の生活、かつ
て薩摩藩領であった当時の武家社会の在り方、その他高岡の歴史、風土、産業などをわかりやすく紹介しています。

　①開 館 日：平成５年11月５日
　②延床面積：1,432.28㎡
　　　　　　　＜常設展示室：290.81㎡＞
　③展示の内容：川と高岡、高岡の歴史、川と営み(民俗)
　④そ の 他：展望、体験ルーム
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　　きよたけ歴史館
　清武に関する歴史・考古資料等の調査、展示、保存のため、平成14年９月23日に開館した施設です。国指定史跡「安
井息軒旧宅」の北西に隣接し、１階が清武で発見された考古資料の整理や保存を行う埋蔵文化財センター、２階が幕
末の儒学者安井息軒や原始時代の清武に関する資料を展示した歴史資料館となっています。

  ○歴史資料館
①延床面積：557.76㎡
②展示の内容
　　安井息軒に関する資料、清武で発見された考古資
　　料等

  ○埋蔵文化財センター
①延床面積：573.76㎡
②施設の内容：整理室、収蔵庫、特別収蔵庫、写場等

  ○茶室「香梅庵」
①延床面積：33㎡（入母屋造りの草庵式茶室）
②施設の内容：小間、水屋、寄付待合

　　フローランテ宮崎
　花のまちづくりの推進拠点施設として、市民が四季折々の花や緑を観賞しながら、花づくりの体験・情報収集・交流
ができる場として、阿波岐原森林公園内に設置しています。企画運営、植栽、サービス等で多くのボランティアが活動し
ています。

　①開 園 日：平成12年４月29日
　②敷地面積：5.1ha
　③施設の内容
　　●夢花館：園内の中核施設
　　　アトリウム（屋内庭園）や情報センター、図書ラウンジ
　　　等を設置
　　●花づくり見本園：
　　　庭、玄関先、テラスなど住宅周りの花づくりの提案
　　●街並み見本園：
　　　ガーデニングタウン「潤いとやすらぎの街」をテーマ
　　　にした４つの住宅と庭の展示
　　●ピクニックガーデン：
　　　宮崎の豊かな照葉樹林と亜熱帯植物の特徴を生かした大規模庭園
　　●市民花園：屋外ガーデニング実践教室の実施
　④主なイベント
　　春のフローラル祭、みやざきグルメとランタンナイト、イルミネーション・フラワー・ガーデン　他

　　宮崎市フェニックス自然動物園
　動物とのふれあいを通じ、動物や自然に対する知識と愛護意識を深めるとともに、市民に憩いの場を提供するため
に設置しています。

①開 園 日：平成13年９月８日
②敷地面積：13.3ｈａ
③動物の種類：
　　アジアゾウ、フラミンゴ、マサイキリン、
　　グラントシマウマ、ライオン、チンパンジー、
　　オランウータン、フタコブラクダ、レッサーパンダ等
　　約115種類、約1,400点の動物
④遊　具：モノレール、ゴーカート、流れるプール 等
⑤施　設：レストラン、観覧橋、売店　等
⑥主なイベント
　　動物ガイド、サマースクール、市民感謝デー、動物画・
　動物に関する作文・年賀状版画の各種コンクール　等 
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　　生目の杜運動公園
　市民スポーツ・生涯スポーツの拠点施設として設置しています。

　　①開 園 日：平成15年10月１日
　　②公園面積：35.4ha
　　③主な施設内容
　　　●アイビースタジアム：観客収容11,000人
　　　●第２野球場、はんぴドーム、陸上競技場、
　　　　多目的グラウンド（Ａ・Ｂ）、テニスコート、
　　　　体育館、芝生広場、ランニングコース
　　　　

　　石崎の杜歓鯨館
　市民の健康の増進、余暇の活用及びスポーツの振興を図るために設置しています。

　①オープン：平成23年４月29日
　②施設内容
　　●プール（25ｍ×8コース）、幼児プール、ト
　　　レーニング室、レストラン、特産品等販売施
　　　設、会議室
　　●温泉：和風、洋風、家族・福祉風呂、休憩室
　　●駐車場：180台収容

　　祇園スポーツパーク
　　地域の幅広い世代の人々が多目的に利用できる運動広場と、若者を中心に人気の高いストリートスポーツ（スケー

トボード、インラインスケート、BMXなど）のための専用施設を整備しています。

　①オープン：平成20年５月１日
　②施設内容
　　●祇園運動広場
　　　芝生広場
　　　ゴムチップによるカラー舗装の園路
　　●ストリートスポーツ広場
　　　東西48ｍ、南北32ｍの敷地に13のストリー
　　　トスポーツ用の設備（セクション）、観客席や
　　　照明を整備
　　●駐車場：100台収容
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　　宮崎市立図書館
　「学ぶ」「楽しむ」「ふれあう」生涯学習の中核施設です。図書や視聴覚資料等の整備・充実を図るとともに、読書普及
活動や文化活動を推進します。

①開 館 日：平成６年５月２１日
②延床面積：6,409.32㎡
③蔵 書 数：約39万冊
④施設の内容
　〔１階〕一般開架コーナー、ブラウジング（新聞・雑誌等）　
　　　　コーナー、子ども図書館、レファレンスコーナー
　〔２階〕一般開架コーナー、国際コーナー、点字図書コー
　 　 　 ナー、対面朗読室、ＡＶ（視聴覚）コーナー、ＡＶホー
　 　 　 ル、読書室、視聴覚ライブラリー、青少年コーナー、
　　　　パソコンコーナー、展示コーナー

　　佐土原総合文化センター「さどわらくじら館」
　佐土原の歴史的雰囲気を活かした生涯学習活動の拠点、また文化活動の場としての総合文化施設です。「感動」「創
造」「憩う」「読む」「交流」の５つのテーマが調和していま
す。

　　
　①開 館 日：平成16年10月８日
　②敷地面積：26,000㎡
　③延床面積：6,261.88㎡

　○宮崎市佐土原交流プラザ
　●大ホール：612席（車いす席８席を含む）
　　親子室：10席
　　舞台：481.37㎡
　●小ホール、研修室、ギャラリー、創作室、
　　和室２室、調理実習室、洋室、視聴覚室

　○宮崎市立佐土原図書館
　●ブラウジング（新聞・雑誌コーナー）、録音・朗読室、
　　一般・ふれあい・児童開架、学習室、グループ室、
　　検索機・自動貸出機コーナー、お話しの部屋、
　　視聴覚コーナー（ＣＤ・ＤＶＤブース）、パソコンコーナー、
　　電動式一部公開書庫
　●蔵書数：約13万冊
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　　清武町文化会館
　本格的な残響可変装置を備えた大ホール（半九ホール）と自由な使い方が魅力の小ホールを備え、市民の芸術文化

活動の拠点として、芸術性・娯楽性・親近感に重点を置き、全ての人にやさしいホールを目指しています。

①開 館 日：平成10年４月１日
②延床面積：6,270.16㎡
③施設の内容
　●半九ホール：劇場型多目的ホール（固定席798席、
　　　　　　　車椅子席６席、親子席６席）、楽屋（４室）、
　　　　　　　　残響可変装置、音響反射板、オーケス
　　　　　　　　トラピット
　●小ホール：多目的ホール（最大270席）
　●会議室：１室
　●研修室：３室
　●和室、図書室、その他（ギャラリー、エントランス　
　　ホール、ホワイエ）

　　交流プラザきよたけ　四季の夢
　清武産にこだわった農産物や農産加工品、地場産品等を展示販売しています。コミュニティスペースを使ったイベン

トや、団体の活動の場としても利用できます。

　①開 館 日：平成22年３月５日
　②延床面積：364.25㎡
　③施設の内容
　　●コミュニティスペース、多目的コーナー、厨房、男子
　　　トイレ、女子トイレ、多目的トイレ、事務室
　　●特産品等の展示、販売コーナー

　　宮崎公立大学
　広く知識を授け、深く専門の学術を教授研究し、高い識見と国際的な視野を持つ人間性豊かな人材を育成するとと
もに、広く地域に開かれた大学として生涯学習の振興、産業経済の発展及び文化の向上に貢献することを目的として
います。

①開　　学：平成５年４月（独立行政法人化：平成19年４月）
②学部・学科：人文学部国際文化学科
③入学定員：200名（男女共学）
④附属施設

　○附属図書館  （平成５年４月開館）

　○交流センター  （平成７年４月開館）
　　外国人留学生等との日本文化を通した交流をはじめ、地
　域住民との交流にも寄与できる場を提供する施設

　○凌雲会館  （平成17年11月開館）
　　地域貢献のための協働研究の拠点「地域研究センター」  
　と学生支援のための「学生生活支援センター」を併設した
　施設
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